
職の区分表について（通知）〈平成２７年１０月２３日改正（平成２７年１０月２３日付第201500090458号）〉 

 

 職員の任用に関する規則の解釈及び運用方針第２条関係の上位の職について、次のとおり定める。 
 
第１ 上位の職とは、別表職の区分表中職員の現に有する職が掲げられている欄より上位の欄に掲げられている職をいう。 

 
第２ 経過規定 
(1) 昭和４３年３月３１日において、職務の等級の分類の基準に関する規則の一部を改正する規則（昭和４１年７月鳥取県人事委員会規

則第２５号）附則第２項又は第３項の規定の適用を受けていた職員については、第１の規定にかかわらず同附則第２項の規定の適用を
受けている者にあっては課長補佐及び同相当職に、同附則第３項の規定の適用を受けている者にあっては課長及び同相当職にそれぞれ
区分するものとする。 

(2) 職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する規則（昭和４３年４月鳥取県規則第２２号）の施行の際内訓第３号をもって職名を
変更された知事の事務部局の職員については、第１の規定にかかわらず行政職給料表の適用を受けている者にあっては係長及び同相当
職に、研究職給料表の適用を受けている者で職務の等級２等級の職に任用されていたものにあっては所長補佐及び同相当職に、職務の

等級３等級の職に任用されていたものにあっては係長及び同相当職に、医療職給料表（二）の適用を受けている者にあっては係長及び
同相当職にそれぞれ区分するものとする。 

(3) 昭和４３年４月３０日において、行政職給料表の適用を受けていた知事の事務部局の職員のうち、職務の等級４等級の主計員及び主

幹の職に任用されていた者については、第１の規定にかかわらず課長補佐及び同相当職に区分するものとする。 
(4) 昭和４６年９月３０日において、医療職給料表（二）の適用を受けていた職員のうち、課長及び同相当職に任用されていた者につい

ては、改正後の職務の区分のうち課長補佐及び同相当職に任用されたものとする。 

(5) 昭和４７年１２月３１日において、行政職給料表の適用を受けていた部長及び同相当職の職員のうち、議会事務局の局長、知事の事
務部局の本庁の部長、教育委員会の事務部局の博物館の館長及び企業局の局長の職に任用されていた者にあっては、改正後の職務の区
分のうち部長及び同相当職の職に、部長及び同相当職の職員のうち、前記以外の職に任用されていた者にあっては改正後の職務の区分

のうち、次長及び同相当職の職に任用されたものとする。 
(6) 昭和４８年１２月１５日において、現業職給料表の適用を受けていた車庫長及び同相当職の職員のうち、自動車整備士、運転士、守

衛、交換手、印刷技手、技工、工業技手、畜産技手、繭検技手、道路技手、ボイラ技士、調理士、農業技手、調理員、医療助手、用務

員、寮母及び検査助手の職に任用されていた者にあっては、改正後の職務の区分のうち車庫長及び同相当職の職に任用されたものとす
る。 

(7) 昭和４８年１２月３１日において、公安職給料表の適用を受けていた部長、課長及び同相当職の職員のうち、警察本部の部長の職に

任用されていた者にあっては、改正後の職務の区分のうち部長及び同相当職に、部長、課長及び同相当職の職員のうち、前記以外の職
に任用されていた者にあっては、改正後の職務の区分のうち課長及び同相当職の職に任用されたものとする。 

(8) 昭和６０年１２月３１日において、行政職給料表の適用を受けていた課長及び同相当職の職員のうち、主査の職に任用されていた者

にあっては、改正後の職の区分のうち課長及び同相当職の職に任用されたものとする。 
(9) 昭和６０年１２月３１日において、研究職給料表の適用を受けていた所長補佐及び同相当職の職員のうち、専門研究員の職に任用さ

れていた者にあっては、改正後の職の区分のうち所長及び同相当職の職に任用されたものとする。 

(10) 昭和６０年１２月３１日において、医療職給料表（２）の適用を受けていた課長補佐及び同相当職の職員のうち、技幹の職に任用さ
れていた者にあっては、改正後の職の区分のうち課長及び同相当職の職に任用されたものとする。 

(11) 平成１５年２月２８日において、公安職給料表の適用を受けていた部長、課長及び同相当職の職員のうち、警察本部の部長、参事官

及び首席監察官の職、警察学校の校長の職並びに鳥取警察署、倉吉警察署、米子警察署及び境港警察署の署長の職に任用されていた者
にあっては、改正後の職の区分のうち部長及び同相当職の職に、部長、課長及び同相当職の職員のうち、前記以外の職に任用されてい
た者にあっては、改正後の職務の区分のうち課長及び同相当職の職に任用されたものとする。 

(12) 平成１５年２月２８日において、公安職給料表の適用を受けていた主査及び同相当職の職に任用されていた者にあっては、改正後の
職の区分のうち課長補佐及び同相当職の職に任用されたものとする。 

(13) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１７年鳥取県条例第１０９号）附則第５項、第６項、第９項、第１０項又は

第２２項の規定の適用を受ける職員の職の区分については、平成２０年３月３１日までの間、なお従前の例による。 
(14) 企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成１７年鳥取県企業局管理規程第８号）附則第２項に規定する改正条

例附則第５項、第６項、第９項又は第１０項の規定の適用を受ける職員の職の区分については、平成２０年３月３１日までの間、なお

従前の例による。 
(15) 鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成１７年鳥取県病院局管理規程第７号）附則第３項、第４項、

第７項又は第９項の規定の適用を受ける職員の職の区分については、平成２０年３月３１日までの間、なお従前の例による。 

(16) 平成１８年１月３１日において、研究職給料表の適用を受けていた係長及び同相当職又は所長補佐及び同相当職の職員のうち、分場
長、室長（産業技術センターの室長を除く。）、科長、園芸試験場の所長、試験地長、特別研究員又は研究員の職に任用されていたもの
にあっては、平成２０年３月３１日までの間、なお従前の例による。 

 
 

 

別表 職の区分表 

 

ア 行政職給料表の職の区分表 

          職の区分 

          (職務の級) 

  組織 

主事 

及び同相当職 

(1級又は2級) 

係長 

及び同相当職 

(3級) 

課長補佐 

及び同相当職 

(4級又は5級) 

課長 

及び同相当職 

(6級又は7級)

次長 

及び同相当職 

(7級又は8級) 

部長 

及び同相当職 

(8級又は9級) 

知事 

の 事 務

部局 

本庁 元 気

づ く

り 総

本 部 

東 部 振 興 課 

 

 チ ー ム 長 

 

チ ー ム 長 

 

  

危 機 管 理 局     局 長 局 長 

総 務 

部 

関 西 本 部   チ ー ム 長    

名 古 屋 代 表 部  次 長 次 長 部 長   

観 光 交 流 局     局 長 局 長 



生 活

環 境

部 

衛生環境研究所   課 長 次 長   

砂 丘 事 務 所    所 長   

くら

しの

安心

局 

消費生活セ

ンター 

  次 長 所 長   

農 林

水 産

部 

農 業 大 学 校  准 教 授 課 長 次 長 

課 長 

  

       

 本庁共通（前各項に職が

掲げられている場合は、

当該職については本項の

規定を適用しない。） 

主 事 

機 械 技 師 

電 気 技 師 

薬 剤 師 

衛 生 技 師 

理 学 療 法 士 

保 健 師 

看 護 師 

管 理 栄 養 士 

歯 科 衛 生 士 

商 工 技 師 

農 林 技 師 

造 園 技 師 

水 産 技 師 

土 木 技 師 

建 築 技 師 

講 師 

学 芸 員 補 

係 長 

主 計 員 

副 主 幹 

教 務 主 任 

理学療法主任 

管理栄養主任 

歯科衛生主任 

農業専門技術

員 

林業専門技術

員 

 

課 長 補 佐 

総 括 主 計 員 

主 計 員 

税 務 主 幹 

教 授 

教 務 主 幹 

中山間地域振

興リーダー 

専 技 主 幹 

用 地 主 幹 

主 幹 

課 長 

室 長 

所 長 

危機管理専門

官 

副 局 長 

副 本 部 長 

官 房 長 

副 官 房 長 

企画調整幹 

民工芸振興官 

中山間地域振

興リーダー 

校 長 

参 事 

税務専門員 

主 任 教 授 

総括検査専門

員 

検査専門員 

次 長 

所 長 

局 長 

原子力安全対策

監 

東 部 振 興 監 

副 局 長 

文 化 振 興 監 

スポーツ振興監 

経済産業振興監 

農業振興戦略監 

通商物流戦略監 

校 長 

参 事 監 

会 計 管 理 者 

本 部 長 

統 轄 監 

部 長 

理 事 監 

会 計 管 理 者 

本 部 長 

東 部 振 興 監 

地方

機関 

総

合

事

務

所 

地 域 振 興 局   チ ー ム 長 チ ー ム 長   

農 林 局    所 長 

支 所 長 

  

日野振興センター    所 長 所 長 所 長 

総合事務所共通（前各

項に職が掲げられて

いる場合は、当該職に

ついては本項の規定

を適用しない。） 

  次 長 局 長 

副 局 長 

課 長 

室 長 

所 長 

局 長 

副 局 長 

所 長 

男女共同参画センター   次 長 所 長   

消防防災航空センター    所 長   

  消 防 学 校 教 官 教 官 副 校 長 校 長 

副 校 長 

  

公 文 書 館    館 長 館 長  

県 税 事 務 所    所 長 

副 所 長 

課 長 

所 長 

 

 

  東部福祉保健事務所    副 所 長 

課 長 

所 長 

副 所 長 

 

  皆

成

学

園 

養 護 課   保 育 士 長 課 長   

皆成学園共通（前項

に職が掲げられてい

る場合は、当該職に

ついては本項の規定

を適用しない。） 

  所 長 

次 長 

課 長 

課 長 補 佐 

園 長 

所 長 

次 長 

園 長  

  総

合

療

育

セ

ン

タ

ー 

事 務 部   次 長 部 長   

地域療育連携支援室  室 長 補 佐     

総合療育センター共

通（前項に職が掲げ

られている場合は、

当該職については本

項の規定を適用しな

い。） 

  部 長 

 

   

鳥 取 療 育 園   次 長    

中 部 療 育 園   次 長    

福 祉 相 談 セ ン タ ー   課 長 所 長 

次 長 

所 長  

児 童 相 談 所   次 長 所 長   



課 長 次 長 

喜 多 原 学 園  課 長 次 長 園 長   

倉吉総合看護専門学校   次 長    

精神保健福祉センター   次 長 

課 長 

次 長   

東部生活環境事務所    所 長 

副 所 長 

課 長 

所 長 

副 所 長 

 

食 肉 衛 生 検 査 所   次 長    

産業人材育成センター   副 校 長 所 長 

校 長 

  

東 部 農 林 事 務 所   次 長 所 長 

副 所 長 

課 長 

室 長 

所 長 

副 所 長 

 

鳥 獣 対 策 セ ン タ ー   副 所 長 所 長   

病 害 虫 防 除 所    所 長   

家 畜 保 健 衛 生 所   次 長 

室 長 

所 長 

室 長 

  

境 港 水 産 事 務 所   次 長 所 長 

次 長 

所 長  

とっとり賀露かにっこ館    館 長   

鳥取空港管理事務所   次 長 所 長 

次 長 

  

県 土 整 備 事 務 所    所 長 

副 所 長 

課 長 

室 長 

所 長 

副 所 長 

 

鳥 取 港 湾 事 務 所   次 長 所 長   

  米子工事検査事務所    所 長 

検査専門員 

  

  地方機関共通（前各項に

職が掲げられている場合

は、当該職については本

項の規定を適用しない。） 

主 事 

機 械 技 師 

電 気 技 師 

衛 生 技 師 

商 工 技 師 

農 林 技 師 

造 園 技 師 

水 産 技 師 

土 木 技 師 

建 築 技 師 

精神保健福祉

士 

児 童 福 祉 司 

社会福祉主事 

精神福祉主事 

心 理 療 法 士 

心 理 判 定 員 

児 童 心 理 司 

児童自立支援

専門員 

児 童 指 導 員 

生 活 指 導 員 

保 健 師 

改 良 普 及 員 

林業改良指導

員 

児童生活支援

員 

保 育 士 

医療ソーシャ

ルワーカー 

管 理 栄 養 士 

職業訓練指導

員 

係 長 

副 主 幹 

査察指導員 

身体障害者福

祉司 

知的障害者福

祉司 

保 育 士 長 

副保育士長 

精神保健福祉

主任 

児童福祉主任 

社会福祉主任 

精神福祉主任 

心理療法主任 

心理判定主任 

児童心理主任 

児童指導主任 

医療ソーシャ

ルワーカー主

任 

管理栄養主任 

職業訓練指導

主任 

課 長 補 佐 

中山間地域振

興リーダー 

税 務 主 幹 

普 及 主 幹 

用 地 主 幹 

参 事 

中山間地域振

興リーダー 

税務専門員 

用地専門員 

  

議 会 事 務 局 主 事 係 長 課 長 補 佐 

室 長 

課 長 

室 長 

事 務 局 長 

次 長 

事 務 局 長 



主 幹 参 事 

教 育 委

員 会 事

務 局 及

び 教 育

機関 

教

育

委

員

会

事

務

局 

本

庁 

人 権 教 育 課   室 長    

文 化 財 課   室 長 室 長   

本庁共通（前各項に職が

掲げられている場合は、

当該職については本項

の規定を適用しない。） 

   

 

課 長 

室 長 

参 事 

センター長 

教 育 次 長 

次 長 

参 事 監 

セ ン タ ー 長 

理 事 監 

地

方

機

関 

教 育 局   次 長 局 長 局 長  

教

育

機

関 

教 育 セ ン タ ー    副 所 長 

課 長 

所 長 

副 所 長 

所 長 

図 書 館   課 長 館 長 

副 館 長 

館 長 館 長 

博 物 館 学 芸 員 補   副 館 長 

課 長 

館 長 館 長 

青 年 の 家   次 長 所 長   

少 年 自 然 の 家   次 長 所 長   

埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー   室 長 

次 長 

所 長 

室 長 

  

む き ば ん だ 史 跡 公 園   次 長 所 長   

高 等 学 校  事 務 次 長 

司 書 主 任 

事 務 長 

事 務 次 長 

事 務 長   

特 別 支 援 学 校 学校栄養職員 

介 助 職 員 

事 務 次 長 

学校栄養主任 

司 書 主 任 

事 務 長 

事 務 次 長 

事 務 長   

共 通 主 事 

建 築 技 師 

機 械 技 師 

電 気 技 師 

造 園 技 師 

司 書 

係 長 

教育相談員 

課 長 補 佐    

市 町 村 立 学 校 及 び 共 同 調 理 場 事 務 主 事 

学校栄養職員 

事務副主幹 

学校栄養主任 

事 務 主 幹    

警察 警 察 本 部 運転免許試験

員 

保 健 師 

航 空 整 備 士 

 次 席 

課 長 補 佐 

隊 長 補 佐 

室 長 補 佐 

統括少年警察

補導員 

課 長 

監 査 官 

物品調達官 

室 長 

センター長 

管 理 官 

  

警 察 学 校   事 務 長    

警 察 署   課 長 管 理 官   

共 通 主 事 

技 師 

少年警察補導

員 

係 長     

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 主 事  次 長    

監 査 委 員 事 務 局  監査副主幹 課 長 

監 査 主 幹 

次 長 事 務 局 長 事 務 局 長 

人 事 委 員 会 事 務 局 主 事 係 長 課 長 次 長 事 務 局 長 事 務 局 長 

労 働 委 員 会 事 務 局 主 事 副 主 幹 課 長 

主 幹 

次 長 事 務 局 長 事 務 局 長 

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 事 務 局 主 事 

水 産 技 師 

係 長 次 長    

企業局 本 局    課 長 局 長 

次 長 

局 長 

事 務 所   次 長 所 長   

共 通 主 事 

電 気 技 師 

土 木 技 師 

係 長 課 長 補 佐    

病院局 本 局   課 長 補 佐 局 長 

課 長 

局 長  

病 院   課 長 

副 室 長 

室 長 補 佐 

局 長 

副 局 長 

室 長 

局 長  



共 通 主 事 

医療ソーシャ

ルワーカー 

診療情報管理

士 

機 械 技 師 

電 気 技 師 

係 長 

副 主 幹 

主 幹 参 事   

 備考 

  この表は、職員の職務の級の分類に関する規則別表第１の適用を受ける職員及び企業職員の職に適用する。 

 

 

イ 公安職給料表の職の区分表 

           職の区分 

          (職務の級) 

 組織 

係員 

及び同相当職 

(1級、2級又は

3級) 

主任 

及び同相当職 

(3級又は4級) 

係長 

及び同相当職 

(4級) 

課長補佐 

及び同相当職 

(5級又は6級) 

課長 

及び同相当職 

(7級又は8級) 

部長 

及び同相当職 

(8級又は9級) 

警 察 警 察 本 部 隊 員 分 隊 長 小 隊 長 

師 範 

次 席 

副 隊 長 

指 導 官 

通 信 指 令 長 

課 長 補 佐 

室 長 補 佐 

隊 長 補 佐 

主 任 師 範 

検 視 官 

課 長 

監 査 官 

物 品 調 達 官 

企 画 官 

監 察 官 

所 長 

隊 長 

室 長 

場 長 

セ ン タ ー 長 

広 報 官 

首 席 師 範 

上 席 検 視 官 

管 理 官 

部 長 

総 括 参 事 官 

地域統括参事官 

参 事 官 

警 察 学 校 見 習 生 助 教 官 教 官 主 任 教 官 副 校 長 校 長 

警

察

署 

米 子 警 察 署      署 長 

倉 吉 警 察 署      署 長 

境 港 警 察 署      署 長 

八 橋 警 察 署      署 長 

警察署共通（前各項に職

が掲げられている場合

は、当該職については本

項の規定を適用しな

い。） 

   次 長 

課 長 

幹部派出所長 

署 長 

副 署 長 

刑 事 官 

管 理 官 

 

共 通 巡 査 長 

係 員 

主 任 係 長    

 備考 

  この表は、職員の職務の級の分類に関する規則別表第２の適用を受ける職員の職に適用する。 

 

 

ウ 教育職給料表（１）の職の区分表 

               職の区分 

              (職務の級) 

 組織 

助教諭及び同相当職 

(1級) 

教諭及び同相当職 

(2級又は特2級) 

教頭及び同相当職 

(3級) 

校長及び同相当職 

(4級) 

教育機関及

び教育委員

会事務局 

教育機関 学 校 助 教 諭 

養 護 助 教 諭 

講 師 

実 習 助 手 

寄 宿 舎 指 導 員 

主 幹 教 諭 

教 諭 

養 護 教 諭 

栄 養 教 諭 

実 習 教 諭 

講 師 

寄 宿 舎 主 任 

寄 宿 舎 副 主 任 

副 校 長 

教 頭 

校 長 

教 育 セ ン タ ー  課 長 補 佐 

係 長 

指 導 主 事 

研 修 主 事 

指 導 主 査 

課 長 補 佐 

 

 

図 書 館  資 料 相 談 員 

学校図書館支援員 

  

博 物 館  専 門 員 

学 芸 員 補 

  

青 年 の 家  係 長 係 長  



指 導 主 事 

専 門 指 導 員 

少 年 自 然 の 家  係 長 

指 導 主 事 

専 門 指 導 員 

係 長  

埋蔵文化財センター  係 長 

文 化 財 主 事 

係 長 

 

 

むきばんだ史跡公園  係 長 

文 化 財 主 事 

係 長  

教 育 委 員 会 事 務 局  課 長 補 佐 

係 長 

指 導 主 事 

社 会 教 育 主 事 

管 理 主 事 

文 化 財 主 事 

健 康 管 理 主 事 

指 導 主 査 

社 会 教 育 主 査 

高 校 教 育 主 査 

文 化 財 主 査 

課 長 補 佐 

 

 

市 町 村 立 学 校 助 教 諭 

養 護 助 教 諭 

講 師 

教 諭 

養 護 教 諭 

栄 養 教 諭 

講 師 

副 校 長 

教 頭 

校 長 

知事の事務

部局 

本 庁  課 長 補 佐 

係 長 

専 門 員 

  

地方機関 男女共同参画センタ

ー 

 課 長 補 佐 

係 長 

  

公  文  書  館  室 長 

総 括 専 門 員 

専 門 員 

室 長 

総 括 専 門 員 

 

皆 成 学 園  係 長 課 長 補 佐  

福祉相談センター  係 長   

児 童 相 談 所  係 長   

鳥取看護専門学校  副 校 長 

教 務 主 幹 

教 務 主 任 

講 師 

副 校 長  

倉吉総合看護専門学

校 

 副 校 長 

課 長 

教 務 主 幹 

教 務 主 任 

講 師 

副 校 長 

課 長 

 

病 院 局 共 通  文 化 財 主 事   

 備考 

  この表は、職員の職務の級の分類に関する規則別表第３の適用を受ける職員の職に適用する。 

 

 

エ 教育職給料表（２）の職の区分表 

               職の区分 

              (職務の級) 

 組織 

助教諭及び同相当職 

(1級) 

教諭及び同相当職 

(2級又は特2級) 

教頭及び同相当職 

(3級) 

校長及び同相当職 

(4級) 

市 町 村 立 学 校 助 教 諭 

養 護 助 教 諭 

講 師 

教 諭 

養 護 教 諭 

栄 養 教 諭 

講 師 

副 校 長 

教 頭 

校 長 

共 同 調 理 場  栄 養 教 諭   

教育機関及

び教育委員

会事務局 

教育機関 教 育 セ ン タ ー  課 長 補 佐 

係 長 

指 導 主 事 

研 修 主 事 

指 導 主 査 

課 長 補 佐 

 

 

図 書 館  資 料 相 談 員 

学校図書館支援員 

  

博 物 館  専 門 員 

学 芸 員 補 

  

青 年 の 家  係 長 

指 導 主 事 

専 門 指 導 員 

係 長  

少 年 自 然 の 家  係 長 

指 導 主 事 

係 長  



専 門 指 導 員 

埋蔵文化財センター  係 長 

文 化 財 主 事 

係 長 

 

 

むきばんだ史跡公園  係 長 

文 化 財 主 事 

係 長  

教育委員

会事務局 

本 庁  課 長 補 佐 

係 長 

指 導 主 事 

社 会 教 育 主 事 

管 理 主 事 

文 化 財 主 事 

健 康 管 理 主 事 

指 導 主 査 

社 会 教 育 主 査 

義 務 教 育 主 査 

文 化 財 主 査 

課 長 補 佐 

 

 

 

 

 

地

方

機

関 

教 育 局  課 長 補 佐 

係 長 

指 導 主 事 

管 理 主 事 

課 長 補 佐 

 

 

 

知事の事務

部局 

本 庁  課 長 補 佐 

係 長 

専 門 員 

  

地方機関 男女共同参画センタ

ー 

 課 長 補 佐 

係 長 

  

公 文 書 館  室 長 

総 括 専 門 員 

専 門 員 

室 長 

総 括 専 門 員 

 

皆 成 学 園  係 長 課 長 補 佐  

福祉相談センター  係 長   

児 童 相 談 所  係 長   

病 院 局 共 通  文 化 財 主 事   

 備考 

  この表は、職員の職務の級の分類に関する規則別表第４の適用を受ける職員の職に適用する。 

 

 

オ 研究職給料表の職の区分表 

          職の区分 

         (職務の級) 

 組織 

研究員 

及び同相当職 

(1級) 

室長補佐 

及び同相当職 

(2級) 

室長 

及び同相当職 

(3級) 

所長 

及び同相当職 

(4級) 

大規模所長 

及び同相当職 

(5級) 

知事

の事

務部

局 

衛 生 環 境 研 究 所  サブチーム長 

室 長 補 佐 

チ ー ム 長 所 長 所 長 

農 業 試 験 場    場 長 場 長 

園 芸 試 験 場   所 長 

分 場 長 

試 験 地 長 

  

水 産 試 験 場    場 長 場 長 

知事の事務部局共通（前各

項に職が掲げられている場

合は、当該職については本

項の規定を適用しない。） 

研 究 員 主 任 研 究 員 

 

室 長 

上 席 研 究 員 

所 長 

場 長 

次 長 

 

教 育 機 関 学 芸 員 主 任 学 芸 員 主 幹 学 芸 員 副 館 長 

課 長 

 

警 察 本 部 研 究 員 科 長 

主 任 研 究 員 

次 席 

所 長 補 佐 

上 席 研 究 員 

所 長 

管 理 官 

 

 備考 

  この表は、職員の職務の級の分類に関する規則別表第５の適用を受ける職員の職に適用する。 

 

 

カ 医療職給料表（１）の職の区分表 

             職の区分 

            (職務の級) 

 組織 

医師 

及び同相当職 

(1級) 

医長 

及び同相当職 

(2級又は3級) 

部長 

及び同相当職 

(3級) 

副院長 

及び同相当職 

(3級又は4級) 

院長 

及び同相当職 

(4級) 

知事の

事務部

局 

地方

機関 

総 合 事 務 所   局 長 

副 局 長 

課 長 

局 長 

副 局 長 

参 事 監 

 

東部福祉保健事務所   副 所 長 

課 長 

所 長 

副 所 長 

 

総 合 療 育 セ ン タ ー  部 長 

副 院 長 

副 院 長 院 長  



室 長 

鳥 取 療 育 園   園 長 園 長  

中 部 療 育 園   園 長 園 長  

精神保健福祉センター  課 長 所 長 所 長  

東部生活環境事務所   所 長 

副 所 長 

課 長 

所 長 

副 所 長 

 

本庁 医 療 政 策 課   室 長   

本庁共通（前各項に職が

掲げられている場合は、

当該職については本項の

規定を適用しない。） 

研 究 員 室 長 

研 究 員 

所 長 

課 長 

参 事 

次 長 

局 長 

所 長 

参 事 監 

部 長 

共 通 医 師 医 長 

副 医 長 

   

病院局 本 局     理 事 監 

病

院 

 

中 央 病 院  

 

 セ ン タ ー 長 

新生児集中治療

室の室長 

化学療法室の室

長 

内視鏡室の室長 

 

 

 

 

厚 生 病 院 
   セ ン タ ー 長  

病院共通（前各項に職が

掲げられている場合は、

当該職については本項の

規定を適用しない。） 

医 師 

歯 科 医 師 

医 長 

副 医 長 

副 室 長 

副 局 長 

部 長 

室 長 

副  院  長 

局 長 

院 長 

 備考   

この表は、職員の職務の級の分類に関する規則別表第６の適用を受ける職員及び企業職員の職に適用する。 

 

 

キ 医療職給料表（２）の職の区分表 

             職の区分 

            (職務の級) 

 組織 

衛生技師 

及び同相当職 

(1級又は2級) 

係長 

及び同相当職 

(3級又は4級) 

課長補佐 

及び同相当職 

(5級) 

課長 

及び同相当職 

(6級又は7級) 

局長 

及び同相当職 

(7級) 

知事の

部局 

総

合

事

務

所 

西部総合

事務所 

生 活 環 境 局     局 長 

総合事務所共通(前各項に

職が掲げられている場合

は、当該職については本項

の規定を適用しない。) 

   局 長 

副 局 長 

 

 

総 合 療 育 セ ン タ ー 

 

臨 床 心 理 士 

臨床検査技師 

臨床心理主任  

 

 

 

 

東 部 生 活 環 境 事 務 所    所 長 

副 所 長 

 

食 肉 衛 生 検 査 所   次 長 所 長  

共 通 薬 剤 師 

診療放射線技師 

理 学 療 法 士 

管 理 栄 養 士 

衛 生 技 師 

作 業 療 法 士 

言 語 聴 覚 士 

歯 科 衛 生 士 

係 長 

診療放射線主任 

理学療法主任 

管理栄養主任 

作業療法主任 

言語聴覚主任 

歯科衛生主任 

課 長 補 佐 課 長 

参 事 

 

病院局 病 院 薬 剤 師 

臨 床 心 理 士 

診療放射線技師 

理 学 療 法 士 

作 業 療 法 士 

言 語 聴 覚 士 

視 能 訓 練 士 

管 理 栄 養 士 

臨床検査技師 

臨床工学技士 

歯 科 衛 生 士 

副 主 幹 

薬 剤 主 任 

臨床心理主任 

診療放射線主任 

理学療法主任 

作業療法主任 

言語聴覚主任 

視能訓練主任 

管理栄養主任 

臨床検査主任 

臨床工学主任 

副 部 長 

副 室 長 

副 局 長 

部 長 

室 長 

局 長 



歯科衛生主任 

 備考 

   この表は、職員の職務の級の分類に関する規則別表第７の適用を受ける職員及び企業職員の職に適用する。 

 

 

ク 医療職給料表（３）の職の区分表 

            職の区分 

           (職務の級) 

 組織 

看護師 

及び同相当職 

(1級又は2級) 

看護主任 

及び同相当職 

(3級又は4級) 

看護師長 

及び同相当職 

(4級又は5級) 

副局長 

及び同相当職 

(5級又は6級) 

局長 

及び同相当職 

(7級) 

知事の事務部局 総合療育センター  副 看 護 師 長 

看 護 主 任 

看 護 師 長 部 長  

共 通 看 護 師 

准 看 護 師 

係 長    

教 育 機 関 特 別 支 援 学 校 学 校 看 護 師 学 校 看 護 主 幹 

学 校 看 護 主 任 

学校看護師長 

学校看護主幹 

  

病 院 局 病 院 助 産 師 

看 護 師 

准 看 護 師 

看 護 主 任 看 護 師 長 

副 看 護 師 長 

 

副 局 長 

室 長 

セ ン タ ー 長 

副 室 長 

副センター長 

副 院 長 

局 長 

 備考 

  この表は、職員の職務の級の分類に関する規則別表第８の適用を受ける職員及び企業職員の職に適用する。 

 

 

ケ 海事職給料表の職の区分表 

            職の区分 

           (職務の級) 

 組織 

二等航海士 

及び同相当職 

(1級又は2級) 

一等航海士 

及び同相当職 

(3級) 

機関長 

及び同相当職 

(4級) 

船長 

及び同相当職 

(5級) 

知 事 の 事 務 部 局 機 関 士 

航 海 士 

通 信 士 

船 長 

機 関 長 

航 海 士 長 

機 関 士 長 

漁業取締専門員 

船 長 

機 関 長 

課 長 補 佐 

 

教育委

員会事

務局及

び教育

機関 

教育

機関 

高 等 学 校 二 等 航 海 士 

二 等 機 関 士 

通 信 長 

甲 板 長 

繰 機 長 

司 ち ゅ う 長 

冷 凍 長 

操 舵 手 

繰 機 手 

甲 板 員 

機 関 員 

司 ち ゅ う 員 

一 等 航 海 士 

一 等 機 関 士 

二 等 航 海 士 

二 等 機 関 士 

通 信 長 

甲 板 長 

繰 機 長 

司 ち ゅ う 長 

冷 凍 長 

 

機 関 長 

通 信 長 

一 等 航 海 士 

一 等 機 関 士 

船 長 

警 察 警 察 署 機 関 士 

船 長 

機 関 長 

船 長 

機 関 長 

  

 備考 

  この表は、職員の職務の級の分類に関する規則別表第９の適用を受ける職員の職に適用する。 

 

 

 

コ 現業職給料表の職の区分表 

            職の区分 

           (職務の級) 

 組織 

守衛及び同相当職 

(1級又は2級) 

守衛長及び同相当職 

(3級) 

知 事 の 事 務 部 局 畜 産 技 手 

農 業 技 手 

林 業 技 手 

現 業 主 事 

介 助 員 

現 業 技 術 員 

現 業 職 長 

議 会 事 務 局 衛 視 

自 動 車 整 備 士 

運 転 士 

現 業 主 事 

 



教育委員会事務局及び教育機関 自 動 車 整 備 士 

学 校 技 能 主 事 

学 校 技 能 班 長 

学 校 技 能 副 班 長 

警 察 自 動 車 整 備 士 

運 転 士 

交 換 手 

現 業 主 事 

整 備 工 場 長 

企 業 局 管 理 技 術 員 現 業 職 長 

病 院 局 自 動 車 整 備 士 

運 転 士 

交 換 手 

ボ イ ラ 技 士 

現 業 主 事 

調 理 師 

調 理 員 

医 療 助 手 

メ ッ セ ン ジ ャ ー 長 

ボ イ ラ 技 士 長 

調 理 師 長 

副 調 理 師 長 

副 室 長 

物 流 管 理 主 任 

運 行 管 理 主 任 

 備考 

  この表は、現業職員の職に適用する。 

 

 

 


